
大

の
規
定
に
よ
り
桜
井
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

次
の
と
お
り
公
告

意
見
を
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    

名
称 

桜
井
複
合
商
業
施
設 

 
 

所
在
地 

桜
井
市
大
字
大
福
九
〇
一

一
ほ
か 

二 

桜
井
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

 

１ 

環
境
総
務
課 

⑴ 

事
業
者
及
び
出
入
り
業
者
等

ク
や

等
の
エ
ン
ジ
ン
音
や
ア
イ

ド
リ
ン
グ

み
荷
の
降
ろ
す
際
の
作
業
音
等
に
は
十
分
注
意
を
払

苦
情
が
な
い
よ
う

に
作
業
を
行

 

⑵ 

店
舗
営
業
等
に
際
し
て

に
よ
り
周
辺
環
境
が
悪
化
す
る
こ
と

関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
万
全
を
期

万
一
苦
情
が
発
生
し
た
場
合

起
業
者
の
責
任
に
お
い
て
誠
意

迅
速
に
解
決
に
努

 

⑶ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
桜
井
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例

以
下

条
例

と
い
う

を
遵
守

適
正
に
処
理
す
る
こ
と

 

  

２ 

施
設
課 

⑴ 

事
業
活
動
に
伴

生
じ
た
一
般
廃
棄
物
は
事
業
者
自
ら
処
理

 

⑵ 

可
燃

不
燃
ご
み
及
び
資
源
物
に
分
別

廃
棄
物
の
減
量
に
努
め
る

粗

大
ご
み
及
び
資
源
物
に
つ
い
て
は
自
己
処
理

 

⑶ 

桜
井
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

以
下

規
則

と

い
う

第
十
八
条
に
基
づ
き
一
般
廃
棄
物
保
管
場
所
に
設
置
す
る
こ

 

⑷ 

一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
土
曜
日

曜
日
及
び
祝
日

搬
入
受
付
を
行

て
い
る

日
を
除
く

の
搬
入
は
行

 

⑸ 

条
例
及
び
規
則
の
規
定
に
基

以
下
の
書
類
を
提
出
す
る
こ
と

出
し
方
に
つ

施
設
課
と
協
議
す
る
こ
と

 

・ 

一

十
七
条
及
び
規
則
第

五

 

・ 

廃
棄
物
の
減
量
及
び
再
利
用
に
関
す
る

二

十
七
条
及
び



規
則
第
六

 

・ 

再
利
用
対
象
物
保
管
場
所
設
置
届
兼
廃
棄
物
保
管
場
所
等
設
置
届

第
三

条

例
第
十
七
条
及
び
規
則
第
七

 

・ 

一
般
廃
棄
物
処
理
申
込
書
兼
加
入
台
帳

四

二
十
九
条
及
び
規
則

第
十
三

の
直
接
収
集
を
希
望
す
る
場
合

業
務
課
と
協
議
す
る
こ
と

 

⑹ 

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

関
係
機
関
と
の
調
整

及
び
関
係
法
令
等
に
基
づ

き
適
正
に
処
理

 
 

 

３ 

都
市
計
画
課 

 
 
 

行
為
を
行
う
に
当
た
り

桜
井
市
景
観
条
例
を
遵
守
す

 

 

４ 

教
育
総
務
課 

 
 

 

当
該
店
舗
所
在
地

大
福
小
学
校
及
び
桜
井
西
中
学
校
区
内

児
童
生
徒
が
付
近
を 

通
行
す
る
可
能
性

従
業
員
の
通
勤
車
両
及
び
搬
出
入
車
両
の
運
行

来
客
車
両
の 

誘
導
等
に
は
十
分
注
意

安
全
確
保
を
図

ま
た
で
き
る
限

登
下
校
の
時
間
帯 

を
避
け
た
搬
出
入
の
時
間
設
定
に
努

 

 

５ 

文
化
財
課 

 
 

 

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
届
出
書
は
提
出
済

今
後
計
画
の
変
更
が
あ
る
場
合
は 

桜
井
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
と
協
議
及
び
調
整
を
行

 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

奈
良
県
産
業
部
経
営
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 

令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日

奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

 

五 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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